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低未利用地の適切な利用・管理を促進するための

特例措置の創設について
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低
未
利
用
地
の
適
切
な
利
用
・
管
理
を
促
進
す
る
た
め
の
特
例
措
置

地
方

部
を

中
心

に
全

国
的

に
空

き
地

・
空

き
家

が
増

加
す

る
中

、
新

た
な

利
用

意
向

を
示

す
者

へ
の

土
地

の
譲

渡
を

促
進

す
る

た
め

、
個

人
が

保
有

す
る

低
額

の
低

未
利

用
地

を
譲

渡
し

た
場

合
の

譲
渡

所
得

を
控

除
す

る
こ

と
で

、
土

地
の

有
効

活
用

を
通

じ
た

投
資

の
促

進
、

地
域

活
性

化
、

更
な

る
所

有
者

不
明

土
地

の
発

生
の

予
防

を
図

る
。

鹿
児

島
県

い
ち

き
串

木
野

市
（
土

地
）

譲
渡

額
約

3
5
0
万

円
三

重
県

津
市

（
土

地
）

譲
渡

額
約

2
7
0
万

円
新

潟
県

燕
市

（
土

地
）

譲
渡

額
約

3
5
0
万

円

•
移

住
者

等
の

居
住

、
店

舗
、

事
務

所
、

ア
ト

リ
エ

等
の

利
用

•
隣

地
所

有
者

に
よ

る
管

理
・
利

活
用

想
定
した
よ
りも

売
却
収
入
が
低
い

土
地
を
売
らず
に
、低
未
利
用
地
（
空
き
地
）
とし
て
放
置

相
対
的
に
譲
渡
費
用

（
測
量
費
、解
体
費
等
）

の
負
担
が
重
い

様
々
な
費
用
の
支
出
が
あ
っ

た
上
に
、さ
らに

課
さ
れ
る
譲
渡
所
得
税
の

負
担
感
が
大
きい

・土
地
とそ
の
上
物
の
取
引
額
の
合
計
が
50
0万
円
以
下

・都
市
計
画
区
域
内
の
低
未
利
用
土
地
等

※
譲
渡
前
に
低
未
利
用
で
あ
るこ
と及
び
譲
渡
後
に
買
主
が
利
用
の
意
向
を有
す
る

こと
に
つ
い
て
市
区
町
村
が
確
認
した
も
の
に
限
る
。

の
要
件
を
満
た
す
取
引
に
つ
い
て
、売
主
の
長
期
譲
渡
所
得
を
10
0万
円
控
除
。

新
た
な
利
用
意
向
を
示
す
新
所
有
者
に
よ
る
土
地
の
適
切
な
利
用
・管
理

土
地
の
有
効
活
用
を
通
じた
投
資
の
促
進
、地
域
活
性
化

所
有
者
不
明
土
地
の
発
生
予
防

(出
典

：
G

o
o
gl

e
 M

ap
s)

新
た
な
特
例
措
置
の
概
要

課
税

対
象

譲
渡
所
得

(譲
渡
益
)

譲
渡
価
格 取
得
費

譲
渡
経
費

(※
２
)

譲
渡

所
得

の
20

%
が

課
税

さ
れ

る

（
※
２
）
解
体
費
・測
量
費
・宅
建
業
者
へ
の
仲
介
手
数
料
等

（
※
１
）
取
得
費
が
分
か
らな
い
場
合
、譲
渡
価
格
の
５
％
とみ
な
され
る
。

譲
渡
所
得

(譲
渡
益
)譲
渡
価
格 取
得
費

譲
渡
経
費

10
0万
円

控
除

(※
1)

課
税
対
象

低
額
な
不
動
産
取
引
の
課
題

売
却
時
の
負
担
感
を
軽
減
す
る
こと
で
売
却
イ
ン
セ
ン
テ
ィブ
を
付
与
し、
土
地
に
新
た
な
価
値
を
見
い
だ
す
者
へ
の
譲
渡
を
促
進

特
例
適
用
イ
メ
ー
ジ

利
活
用
さ
れ
て
い
な
い
少
額
の
空
き
地
等
の
活
用
イ
メ
ー
ジ

※
令

和
２

年
７

月
１

日
～

令
和

４
年

12
月

31
日

控
除

額
の

20
%

分
（
最

大
20

万
円

）の
減

税
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■
空
き
地
の
拡
大
に
対
応
す
る
地
方
の
現
状

K市
宅
建
業
者

・取
得
時
の
売
買
契
約
書
が
な
い
と、
譲
渡

価
格
95
％
が
「み
な
し所
得
」と
な
り、
課
税

所
得
が
高
額
に
な
って
しま
うこ
とが
譲
渡
を

妨
げ
て
い
る
。

・今
後
さら
に
空
き
地
が
増
大
す
る
と考
え
ら

れ
、そ
れ
らの
適
切
な
利
用
を
す
る
た
め
の
対

応
が
急
務
。

K町
移
住
担
当

・市
内
の
空
き
地
周
辺
に
は
住
宅
が
立
ち
並

び
、閑
静
で
自
然
も
多
い
魅
力
的
な
エ
リア
。

・一
方
、物
件
価
格
・仲
介
手
数
料
が
安
い

た
め
、宅
建
業
者
の
広
告
だ
け
に
頼
った
プ
ロ

モ
ー
シ
ョン
に
は
限
界
。

M
市
ま
ち
づ
くり
担
当

■
低
未
利
用
地
に
係
る
譲
渡
所
得
の
特
例
措
置

・地
元
市
町
村
と宅
建
業
者
が
連
携
し、
物
件
の
マ
ッチ
ング
を
加
速
させ
つ
つ
、新
た
な
税
制
の
特
例
措
置
に

よ
り、
土
地
を
譲
渡
す
る
側
に
適
切
な
イン
セ
ンテ
ィブ
を
付
与

活
用
事
例
：
K市
海
岸
近
くの
空
き
物
件
活
用

・高
度
経
済
成
長
期
以
降
ベ
ッド
タウ
ンと
して

開
発
が
進
ん
だ
が
、空
き
地
増
大
が
深
刻
化
。

・草
刈
が
不
十
分
な
空
き
地
も
多
く、
活
用
意

向
の
あ
る
者
に
譲
渡
す
る
な
どの
対
応
が
急
務
。

・海
を
臨
む
み
か
ん
畑
の
斜
面
地
に
お
い
て
住
宅
が
空
き家
化
し、

10
年
以
上
引
き
取
り手
が
現
れ
ず
。

・希
望
譲
渡
価
格
25
0万
円
で
空
き
家
バ
ンク
に
登
録
した
とこ
ろ
、

レ
ス
トラ
ンを
開
業
す
る
た
め
安
価
な
物
件
を
探
して
い
た
買
主
とマ
ッ

チ
ング
。

・改
修
後
開
業
した
レ
ス
トラ
ンは
雑
誌
に
も
掲
載
され
、地
元
市

民
・観
光
客
の
利
用
が
進
む
（
平
日
昼
は
予
約
困
難
）
。
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■
空
き
家
・空
き
地
バ
ン
ク
掲
載
物
件
の
事
例

K市
空
き
家
バ
ンク
掲
載
物
件

U市
空
き
家
バ
ンク
掲
載
物
件

O
市
空
き
家
バ
ンク
掲
載
物
件

・未
接
道
の
た
め
建
替
が
で
き
な
い
物
件
。一
帯
は
敷
地
一
杯
に
建
設
し

た
住
宅
が
建
ち
並
ぶ
。

・車
道
か
ら距
離
が
あ
り、
引
っ越
し作
業
、所
有
者
の
残
置
物
の
処
理
を

業
者
に
頼
む
場
合
、割
高
に
な
る
見
込
み
。

・問
合
せ
は
多
い
が
、風
情
の
あ
る
古
民
家
を
求
め
る
移
住
者
に
とっ
て
造

りが
や
や
近
代
的
で
あ
る
等
の
理
由
で
、２
年
間
成
約
に
至
って
い
な
い
。

・宅
地
造
成
した
も
の
の
売
れ
残
り、
ず
っと
放
置
され
て
い
る
更
地
。

・駅
に
近
い
立
地
で
周
辺
に
は
住
宅
地
も
あ
る
が
、こ
の
一
画
は
田
畑
に
囲
ま
れ
て
い
る
。

・立
地
が
悪
い
（
海
抜
０
ｍ
）
、敷
地
面
積
が
狭
い
（
約
60
坪
）
等
の
理
由
か
ら、
バ

ンク
に
掲
載
され
て
数
年
間
買
い
手
が
つ
か
な
い
。

・階
段
を
上
った
高
台
に
位
置
して
お
り、
未
接
道
の
た
め
建
替
で
きな
い
。

・築
66
年
の
木
造
平
屋
建
て
。住
む
に
は
リフ
ォー
ム
（
買
主
負
担
）
が
必
要
。

バ
ンク
掲
載
価
格
：
50
万
円

バ
ンク
掲
載
価
格
：
30
0万
円

バ
ンク
掲
載
価
格
：
30
0万
円
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（
参
考
）
空
き
家
バ
ン
ク
に
お
け
る
自
治
体
と
宅
建
業
者
の
連
携
に
つ
い
て

■
自
治
体
に
よ
る
低
額
物
件
流
通
の
た
め
の
取
組
事
例

⑥
購
入
希
望
者
か
ら

申
し出

U市
空
き
家
バ
ンク

購
入

希
望
者

U
市

U
市
空
き
家
バ
ン
ク④
物
件
情
報
を

バ
ンク
に
掲
載

所
有
者

宅
建
業
者

①
媒
介
契
約
締
結

（
任
意
）

②
物
件
登
録
の
申
請

③
市
担
当
者
が

現
地
調
査

⑤
購
入
希
望
者
は

バ
ンク
に
利
用
登
録

⑦
購
入
希
望
者

を紹
介

○
登
録
申
請
の
あ
った
物
件
に
つ
い
て
、協
定
を
結
ん
だ
団
体
加
盟
の
登
録
宅

建
業
者
へ
市
が
情
報
提
供
。宅
建
業
者
は
仲
介
を希
望
す
る
場
合
、市
に
申

し出
。（
①
～
③
）

○
市
は
所
有
者
に
対
し、
仲
介
を
希
望
す
る
宅
建
業
者
を
紹
介
。希
望
事
業
者

が
複
数
い
る
場
合
は
所
有
者
が
選
択
し、
媒
介
契
約
を締
結
。市
は
、媒
介

契
約
が
締
結
され
た
物
件
を
バ
ンク
に
掲
載
。（
④
～
⑥
）

○
バ
ンク
を
見
た
購
入
希
望
者
は
、仲
介
す
る
宅
建
業
者
に
直
接
問
い
合
わ
せ
。

（
⑦
）
成
約
した
場
合
は
宅
建
業
者
が
市
に
報
告
し、
掲
載
を終
了
。

○
登
録
申
請
の
あ
った
物
件
に
つ
い
て
、市
が
現
地
調
査
等
で
状
態
確
認
の
上
、

バ
ンク
に
掲
載
。（
①
～
④
）

○
購
入
希
望
者
は
、バ
ンク
に
利
用
者
登
録
の
上
、希
望
物
件
に
つ
い
て
市
に

問
い
合
わ
せ
。（
⑤
・⑥
）

○
成
約
した
場
合
は
宅
建
業
者
が
市
に
報
告
し、
掲
載
を終
了
。

K市
空
き
家
バ
ン
ク

K市
空
き
家
バ
ンク

K市

所
有
者

購
入

希
望
者

協
定
締
結
団
体
加
盟
の

登
録
宅
建
業
者

④
仲
介
を希
望
す
る

宅
建
業
者
を
紹
介

③
仲
介
を希
望
す
る

場
合
は
申
し出

②
宅
建
業
者
に

物
件
情
報
を
共
有

⑤
媒
介
契
約
締
結

⑥
物
件
情
報
を

バ
ンク
に
掲
載

⑦
購
入
希
望
者
は

直
接
宅
建
業
者
に
連
絡

①
物
件
登
録

の
申
請
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特
例
措
置
の
主
な
適
用
条
件

本
特
例
措
置
は
、令
和
２
年
７
月
１
日
か
ら令
和
４
年
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
以
下
の
①
～
⑧
の
要
件
に
該
当
す

る
譲
渡
を
した
場
合
に
適
用
を
受
け
る
こと
が
で
き
る
。

①
譲
渡
した
者
が
個
人
で
あ
る
こと
。

②
低
未
利
用
土
地
等
（
都
市
計
画
区
域
内
に
あ
る
土
地
基
本
法
第
13
条
第
４
項
に
規
定
す
る
低
未
利
用
土
地

（
居
住
の
用
、業
務
の
用
その
他
の
用
途
に
供
され
て
お
らず
、又
は
その
利
用
の
程
度
が
その
周
辺
の
地
域
に
お
け

る
同
一
の
用
途
若
しく
は
これ
に
類
す
る
用
途
に
供
され
て
い
る
土
地
の
利
用
の
程
度
に
比
し著
しく
劣
って
い
る
と認
め

られ
る
土
地
）
又
は
当
該
低
未
利
用
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利
）
で
あ
る
こと
及
び
譲
渡
の
後
の
当
該
低
未
利
用

土
地
等
の
利
用
に
つ
い
て
、市
区
町
村
長
の
確
認
が
さ
れ
た
も
の
の
譲
渡
で
あ
る
こと
。

③
譲
渡
の
年
の
１
月
１
日
に
お
い
て
所
有
期
間
が
５
年
を
超
え
る
も
の
の
譲
渡
で
あ
る
こと
。

④
低
未
利
用
土
地
等
及
び
当
該
低
未
利
用
土
地
等
とと
も
に
した
当
該
低
未
利
用
土
地
等
の
上
に
あ
る
資
産
の
譲

渡
の
対
価
の
額
の
合
計
が
50
0万
円
を
超
え
な
い
こと
。
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